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1　

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
共
犯
の
錯
誤
と
は
共
犯
者
の
認
識
し
た
事
実
と
実
際
に
発
生
し
た
事
実
に
食
い
違
い
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
共
犯
の
錯
誤

は
、
従
来
、
単
独
犯
の
錯
誤
理
論
を
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
さ
れ
て
き
た）

（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
共
犯
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た）

（
（

い
わ
ゆ
る
共
犯
の
過
剰
の
問
題
も
、
東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
九
月
三
〇
日
判
タ
六
二
〇
号
二
一
四
頁
や
東
京
地
判
平
成
七
年
一
〇
月
九
日
判
時

一
五
九
八
号
一
五
五
頁
な
ど
を
き
っ
か
け
に
、
共
犯
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
前
に
、
共
謀
の
射
程
内
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど）

（
（

、
議
論
の
状
況
に
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
共
犯
の
錯
誤
の
問
題
は
正
犯
と
共
犯
が
絡
む
複
雑
な
問

題
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
ま
だ
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
の
う
ち
、
間
接
正
犯
の
故

意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
場
合
及
び
二
重
の
身
分
犯
に
お
け
る
共
犯
の
錯
誤
と
い
う
二
つ
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
共
犯
の
錯
誤
に
お
け
る
共
犯
に
は
、
従
来
の
議
論
と
同
様
、
共
同
正
犯
も
含
ま
れ
、
ま
た
共
同
正
犯
に
は
共
謀
共
同
正
犯
も
含
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
検
討
し
て
い
く
。
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間
接
正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
場
合
に
つ
い
て

（
（
）　

問
題
提
起

松
山
地
判
平
成
二
四
年
二
月
九
日
判
タ
一
三
七
八
号
二
五
一
頁
は
、
被
告
人
が
、
造
成
地
に
お
い
て
、
情
を
知
ら
な
い
中
古
車
販
売
業
者
甲
ら
を
し
て
、

同
所
に
駐
車
中
の
乙
所
有
の
全
油
圧
式
パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
ユ
ン
ボ
一
台
を
同
所
か
ら
運
搬
さ
せ
て
窃
取
し
た
と
い
う
訴
因
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
判

示
し
た
（
以
下
ユ
ン
ボ
事
件
）。
ま
ず
、
甲
の
非
知
情
性
に
つ
い
て
、「
被
告
人
が
権
利
者
か
ら
処
分
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
甲
が
知
ら

な
か
っ
た
事
実
に
つ
い
て
は
証
明
が
な
い
」
と
し
、「
甲
は
自
ら
規
範
の
障
害
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
被
告
人
が
『
情
を
知

ら
な
い
』
甲
を
道
具
と
し
て
使
用
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
甲
は
被
告
人
の
こ
と
を
あ
る
程
度
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

が
、
こ
れ
を
超
え
て
、
被
告
人
が
甲
の
行
為
を
支
配
し
て
い
た
と
認
め
る
べ
き
根
拠
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
甲
は
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
代
金
の
過
半
を
手

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
が
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
被
告
人
を
も
っ
て
故
意
あ
る
幇
助
的
道
具
を
使
っ
た
間
接
正
犯
に
問
う

こ
と
も
で
き
な
い
。
他
に
被
告
人
の
甲
に
対
す
る
処
分
依
頼
行
為
が
窃
盗
の
間
接
正
犯
（
単
独
犯
）
と
し
て
の
実
行
行
為
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
事
情

も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
被
告
人
の
行
為
が
窃
盗
の
間
接
正
犯
に
当
た
る
と
い
う
検
察
官
の
主
張
は
、
採
用
で
き
な
い
。」
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
の
正

犯
に
つ
い
て
、「
甲
が
被
告
人
に
処
分
権
限
な
き
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
Ｚ
社
に
対
し
て
本
件
ユ
ン
ボ
を
売
却
し
、
情
を
知
ら
な
い
同
社
従
業
員
ら
に
そ
の

搬
出
を
依
頼
し
た
行
為
は
、
窃
盗
（
間
接
正
犯
）
の
実
行
行
為
に
該
当
す
る
か
ら
、
甲
は
、
窃
盗
の
正
犯
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
、「
被

告
人
が
甲
に
正
犯
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
黙
示
の
共
謀
（
共
同
実
行
の
意
思
）
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
窃
盗
の
共
謀
共
同
正
犯

に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
被
告
人
が
甲
の
正
犯
意
思
を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
は
（
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
あ
っ
た
場
合
は
）、
被
告

人
は
、
甲
に
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
方
を
依
頼
し
、
そ
の
結
果
、
甲
が
本
件
ユ
ン
ボ
を
売
却
す
る
と
い
う
窃
盗
の
実
行
行
為
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
し
、

間
接
正
犯
の
故
意
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
教
唆
犯
の
故
意
を
包
含
す
る
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
三
八
条
二
項
の
趣
旨
に
よ
り
、
犯
情
の
軽
い
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窃
盗
教
唆
の
限
度
で
犯
罪
が
成
立
す
る
と
認
め
ら
れ
」、「
被
告
人
が
甲
の
正
犯
意
思
を
認
識
し
て
い
た
か
否
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
取
調
べ
済
み
の
全
証

拠
を
も
っ
て
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
犯
情
の
軽
い
窃
盗
教
唆
の
限
度
で
犯
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
。

以
上
の
と
お
り
、
松
山
地
裁
は
、
被
告
人
は
甲
を
道
具
と
し
て
窃
盗
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
甲
は
被
告
人
は
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
所
有
者

か
ら
依
頼
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
情
を
知
っ
て
い
て
、
甲
に
道
具
性
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
甲
が
情
を
知
っ
た
こ
と
を
被
告
人
が
認

識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
黙
示
の
共
謀
が
成
立
す
る
た
め
、
窃
盗
の
共
謀
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
が
、
甲
が
情
を
知
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
窃
盗
の
間
接
正
犯
の
故
意
で
窃
盗
の
教
唆
を
行
っ
た
場
合
と
し
て
、
窃
盗
の
教
唆
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
こ
の
松
山
地

裁
判
決
は
、
従
来
、
教
唆
形
態
の
関
与
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
共
謀
共
同
正
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
、
教
唆
犯
が
認
め
ら
れ
る
の

は
犯
人
蔵
匿
や
証
拠
隠
滅
罪
を
中
心
に
わ
ず
か
で
あ
っ
た
実
務
に
お
い
て
、
教
唆
犯
が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
評
価
す
る
見
解
も
見
ら

れ
る）

（
（

。
し
か
し
、
こ
の
松
山
地
裁
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

松
山
地
裁
は
、
甲
が
情
を
知
っ
た
こ
と
を
被
告
人
が
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
黙
示
の
共
謀
が
成
立
す
る
た
め
、
窃
盗
の
共
謀
共
同
正
犯
が
認
め

ら
れ
る
と
す
る
。
判
例
に
お
け
る
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
は
、
一
般
に
、
共
謀
、
一
部
の
者
に
よ
る
実
行
及
び
正
犯
意
思
の
三
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る）

（
（

。
松
山
地
裁
は
、
黙
示
の
共
謀
が
成
立
す
れ
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
の
う
ち
、

一
部
の
者
に
よ
る
実
行
と
正
犯
意
思
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
松
山
地
裁
の
判
断
に
よ
る
と
、
一
部
の
者
に
よ
る
実
行
と
正
犯
意
思

は
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
と
甲
の
間
に
共
謀
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
教
唆
犯
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
甲
を
道
具
と
し
て
一

方
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
甲
に
道
具
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
教
唆
犯
に
し
か
な
ら
な
い
の
に
、
当
初
か
ら
甲
と
共
同
で
行
う
意
思
で
甲
に

事
情
を
話
し
て
、
甲
に
実
行
さ
せ
た
場
合
に
は
、
教
唆
犯
よ
り
も
重
い
共
謀
共
同
正
犯
と
な
る
と
い
う
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
結
論
は
、
間
接
正

犯
と
い
う
よ
り
強
い
正
犯
意
思
を
持
つ
場
合
の
方
が
か
え
っ
て
教
唆
犯
と
い
う
正
犯
よ
り
も
軽
い
共
犯
の
責
任
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
妥
当
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
甲
が
被
告
人
に
ユ
ン
ボ
の
所
有
者
か
ら
処
分
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
被
告
人
に
と
っ
て
は
偶
然
の
事
情
で
あ
る
。
行
っ
て
い
る
こ
と
が
同
じ
で
あ
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
の
事
情
に
よ
り
、
甲
を
一
方
的
に
利
用
す
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る
被
告
人
の
行
為
が
、
当
初
か
ら
被
告
人
が
甲
に
事
情
を
話
し
た
場
合
と
比
べ
て
軽
く
な
る
教
唆
犯
に
な
る
と
い
う
の
は
、
な
お
さ
ら
疑
問
に
思
わ
れ
よ

う
。
結
論
の
妥
当
性
と
い
う
点
で
み
る
と
、
松
山
地
裁
は
、
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
、
甲
の
窃
盗
と
の
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
松
山
地
裁
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
共
謀
共
同
正
犯
に
関
す
る
最
決
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
五
五
巻
六
号
五
一
九
頁
（
以
下
で
は

平
成
一
三
年
決
定
）
に
反
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
宅
に
い
た
長
男
Ｂ
（
当
時
一
二
歳
一
〇
か
月
、
中
学
一
年
生
）
に
対
し
、
覆
面
を
し
、

エ
ア
ー
ガ
ン
を
突
き
付
け
て
脅
迫
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
Ａ
女
か
ら
金
品
を
奪
い
取
っ
て
く
る
よ
う
指
示
命
令
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
承
諾
し
た

Ｂ
は
、
被
告
人
か
ら
指
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
Ａ
女
を
脅
迫
し
た
ほ
か
、
自
己
の
判
断
に
よ
り
、
Ａ
女
の
ス
ナ
ッ
ク
出
入
口
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下
ろ
し
た

り
、「
ト
イ
レ
に
入
れ
。
殺
さ
な
い
か
ら
入
れ
。」
な
ど
と
申
し
向
け
て
脅
迫
し
、
同
ス
ナ
ッ
ク
内
の
ト
イ
レ
に
閉
じ
込
め
た
り
す
る
な
ど
し
て
そ
の
反
抗

を
抑
圧
し
、
Ａ
女
所
有
に
係
る
現
金
等
を
強
取
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
案
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、「
本
件
当
時
Ｂ
に
は
是
非
弁
別
の
能
力
が

あ
り
、
被
告
人
の
指
示
命
令
は
Ｂ
の
意
思
を
抑
圧
す
る
に
足
る
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
に
よ
り
本
件
強
盗
の
実
行
を
決
意
し
た
上
、

臨
機
応
変
に
対
処
し
て
本
件
強
盗
を
完
遂
し
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
照
ら
す
と
、
所
論
の
よ
う
に
被
告
人
に
つ
き
本
件
強
盗

の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
も
の
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
被
告
人
は
、
生
活
費
欲
し
さ
か
ら
本
件
強
盗
を
計
画
し
、
Ｂ
に
対
し
犯
行
方
法
を
教

示
す
る
と
と
も
に
犯
行
道
具
を
与
え
る
な
ど
し
て
本
件
強
盗
の
実
行
を
指
示
命
令
し
た
上
、
Ｂ
が
奪
っ
て
き
た
金
品
を
す
べ
て
自
ら
領
得
し
た
こ
と
な
ど

か
ら
す
る
と
、
被
告
人
に
つ
い
て
は
本
件
強
盗
の
教
唆
犯
で
は
な
く
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」
と
し
た
。
こ
の
平
成
一
三
年
決
定
に

よ
れ
ば
、
間
接
正
犯
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、
直
ち
に
教
唆
犯
と
な
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
共
謀
共
同
正
犯
の
成
否
を
検
討
し
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
た
場
合

に
初
め
て
教
唆
犯
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）

（
（

。
確
か
に
、
ユ
ン
ボ
事
件
で
も
、
松
山
地
裁
は
共
謀
共
同
正
犯
の
成
否
を
検
討
し
、
こ
れ
を
否
定
し
た
上

で
教
唆
犯
を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
理
は
、
共
謀
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事

実
を
実
現
し
た
場
合
と
し
て
、
教
唆
犯
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
平
成
一
三
年
決
定
に
従
う
な
ら
ば
、
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
の
間
に
共
謀
共
同
正
犯

と
い
う
類
型
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
被
利
用
者
を
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
被
利
用
者
に
道
具
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
間
接
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正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
教
唆
犯
の
成
立
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
、
一
部
の
者
に
よ
る
実
行
と
利
用
者
の
正
犯
意
思

が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
間
接
正
犯
の
故
意
で
共
謀
共
同
正
犯
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と

し
て
、
共
同
正
犯
の
成
否
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
教
唆
犯
と
な
る
べ
き
事
例
を
、
共

謀
共
同
正
犯
肯
定
説
は
共
同
正
犯
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
判
例
の
立
場
で
は
、
利
用
者
が
被
利
用

者
を
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
被
利
用
者
は
事
情
を
知
っ
て
い
て
、
こ
れ
に
道
具
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
利
用
者
に
つ
い
て
は
間

接
正
犯
の
故
意
で
共
謀
共
同
正
犯
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
把
握
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

（
（

。

（
（
）　

間
接
正
犯
の
故
意
で
共
謀
共
同
正
犯
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例

以
上
よ
り
、
被
利
用
者
を
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
被
利
用
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
て
、
こ
れ
に
道
具
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
少
な

く
と
も
、
利
用
者
は
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）

（
（

。
問
題
は
そ
の
理
論
構
成
で
あ
る
が
、
大
き
く
二
つ
の
見
解
が
想
定
さ

れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
し
、
利
用
者
を
共
謀
共
同
正
犯
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
な

が
ら
、
利
用
者
を
共
同
正
犯
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
以
下
順
に
検
討
す
る
。

①　

共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
し
、
利
用
者
を
共
謀
共
同
正
犯
と
す
る
見
解

共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
し
、
利
用
者
を
共
謀
共
同
正
犯
と
す
る
見
解
は
、
錯
誤
論
に
よ
り
、
間
接
正
犯
と
共
謀
共
同
正
犯
の
符
合
を
認
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
用
者
が
被
利
用
者
を
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
被
利
用
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
に
道
具
性
が

認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
場
合
と
し
て
錯
誤
論
に
よ
り
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
の
符
合
を
認
め
、
軽
い
教

唆
犯
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う
処
理
を
す
る
前
に
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
共
謀
共
同
正
犯
の
事
実
を
実
現
し
た
場
合
と
し
て
錯
誤
論
に
よ
り
間
接
正
犯
と

共
謀
共
同
正
犯
の
符
合
を
認
め
、
軽
い
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
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で
あ
る）

（
（

。
こ
の
場
合
、
前
述
の
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
の
う
ち
、
一
部
の
者
に
よ
る
実
行
と
正
犯
意
思
は
認
め
ら
れ
る
が
、
利
用
者
と
被
利
用
者
の

間
に
は
共
謀
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ユ
ン
ボ
事
件
の
被
告
人
は
、
自
ら
に
ユ
ン
ボ
の
処
分
権
が
な
い
こ
と
を
秘
し
て
甲
に
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
依
頼
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
ユ
ン
ボ
の
窃
取
に
つ
い
て
の
共
謀
は
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
し
、
利
用
者
を
共
謀
共
同
正

犯
と
す
る
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
共
謀
を
ど
の
よ
う
に
認
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

共
謀
共
同
正
犯
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
て
い
る
最
判
昭
和
三
三
年
五
月
二
八
日
刑
集
一
二
巻
八
号
一
七
一
八
頁
（
以
下
練
馬
事
件
判

決
）
は
、「
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
に
は
、
二
人
以
上
の
者
が
、
特
定
の
犯
罪
を
行
う
た
め
、
共
同
意
思
の
下
に
一
体
と
な
っ
て
互
に
他
人
の
行
為
を

利
用
し
、
各
自
の
意
思
を
実
行
に
移
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
謀
議
を
な
し
、
よ
っ
て
犯
罪
を
実
行
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
右
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
共
謀
に
参
加
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
直
接
実
行
行
為
に
関
与
し
な
い
者
で
も
、
他
人
の
行
為
を
い
わ
ば
自
己
の

手
段
と
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
間
刑
責
の
成
立
に
差
異
を
生
ず
る
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
。」
と
判
示
し
た
。
こ
の
練
馬
事

件
判
決
は
、「『
謀
議
』
又
は
『
通
謀
』
の
存
す
る
こ
と
は
、
実
行
行
為
に
関
与
し
な
い
共
同
者
を
も
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
に
必
要

な
条
件
で
は
あ
る
が
、そ
れ
は
単
な
る
主
観
的
要
件
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、実
行
共
同
正
犯
の
客
観
的
要
件
で
あ
る
『
二
人
以
上
の
実
行
行
為
の
分
担
』

に
も
比
す
べ
き
も
の
で
、
共
謀
共
同
正
犯
の
客
観
的
要
件
で
も
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
客
観
的
謀
議
説
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見

方
が
あ
り）

（（
（

、
こ
れ
に
賛
同
す
る
見
解
も
あ
る）

（（
（

。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
ス
ワ
ッ
ト
事
件
に
関
す
る
最
決
平
成
一
五
年
五
月
一
日
刑
集
五
七
巻
五
号
五
〇
七
頁
は
具
体
的
な
謀
議
行
為
が
存
在
し
な
く
て
も

共
謀
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
さ
れ
て
お
り
、
練
馬
事
件
判
決
に
お
い
て
客
観
的
な
謀
議
行
為
が
認
定
さ
れ
た
の
も
事
案
に
即
し
た
説
示
で
あ
っ

て
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
い
て
謀
議
行
為
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
実
務
上
共
謀
共
同
正
犯
が
問
題

と
な
る
事
案
で
は
、「
共
謀
の
内
容
を
な
す
緊
密
な
意
思
連
絡
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
徐
々
に
醸
成
さ
れ
、
こ
れ
を
特
定
の
日
時
、
場
所
に
お
け
る
謀
議

行
為
と
し
て
把
握
で
き
な
い
場
合
や
、
諸
般
の
事
情
か
ら
緊
密
な
意
思
連
絡
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
被
告
人
の
黙
秘
等
に
よ
り
謀
議

行
為
の
経
過
が
判
明
し
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
」）

（（
（

場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
謀
議
行
為
ま
で
も
要
求
す
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
実
行
共
同
正
犯
に
お
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け
る
共
謀
が
実
行
行
為
時
の
共
同
実
行
の
意
思
の
連
絡
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
統
一
的
に
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
共
謀
を
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る

と
し
て
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
共
謀
も
、
実
行
行
為
時
の
共
同
実
行
の
合
意
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
こ
で
、
被
利
用
者
を
道
具
と
し
て
利
用

し
よ
う
と
し
た
が
、
被
利
用
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
に
道
具
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
こ
の
共
同
実
行
の
合
意
を
ど
の
よ
う
に
し
て
認

め
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

ま
ず
、
共
同
実
行
の
合
意
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
間
接
正
犯
を
意
図
し
た
者
に
、
共
謀
共
同
正
犯
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
間
接
正
犯
は
利
用
者
が
媒
介
者
を
完
全
に
支
配
す
る
場
合
あ
る
い
は
媒
介
者
に
規
範
的
障
害
が
な
い
場
合
で
あ
り
、
間
接

正
犯
の
故
意
は
規
範
的
障
害
の
な
い
媒
介
者
を
利
用
し
て
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
他
方
で
共
謀
共
同
正
犯
は
、
媒
介
者
に
規
範

的
障
害
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
共
謀
共
同
正
犯
の
故
意
は
規
範
的
障
害
の
あ
る
媒
介
者
を
利
用
し
て
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
間
接
正
犯
の
故
意
と
共
謀
共
同
正
犯
の
故
意
は
、
媒
介
者
を
使
っ
て
犯
罪
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
符
合
し
て
い
る
こ
と
か
ら）

（（
（

、
間
接

正
犯
の
故
意
に
は
共
謀
共
同
正
犯
の
故
意
を
含
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
共
同
実
行
の
合
意
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
共
同
実
行
の
合
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
共
同
犯
行
の
認
識
以
上
の
緊
密
な
意
思
連
絡
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
松
澤
教
授
は
、
こ
の
意
思
連
絡
に
つ
い
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
三
段
階
に
分
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①

誘
致
者
が
意
思
を
発
信
す
る
、
②
被
誘
致
者
が
そ
の
意
思
を
受
信
す
る
、
③
被
誘
致
者
が
意
思
を
受
信
し
た
こ
と
を
誘
致
者
に
伝
え
る
と
い
う
三
段
階
が
、

こ
れ
で
あ
る
。
従
来
の
意
思
連
絡
を
必
要
と
す
る
見
解
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
す
べ
て
を
必
要
と
し
て
い
た
が
、
松
澤
教
授
は
、
共
謀
が
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
、
①
誘
致
者
が
意
思
を
発
信
し
、
②
被
誘
致
者
が
そ
の
意
思
を
受
信
し
た
こ
と
ま
で
は
必
要
で
あ
る
が
、
③
被
誘
致
者
が
意
思
を
受
信
し
た
こ
と

を
誘
致
者
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
必
要
な
い
と
し
、
被
誘
致
者
が
誘
致
者
の
行
為
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
共
犯
・
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
と
す
る）

（（
（

。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
被
利
用
者
を
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
被
利
用
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
に
道
具
性
が

失
わ
れ
た
場
合
で
も
、
被
利
用
者
が
情
を
知
っ
た
時
点
で
、
利
用
者
の
意
思
を
受
信
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
意
思
連
絡
も
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
か
ら
、
間
接
正
犯
と
共
謀
共
同
正
犯
の
間
で
符
合
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
結
論
的
に
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
こ
の
松
澤
教
授
の
見
解
は
、
近
時
の
共
謀
共
同
正
犯
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
中
で）

（（
（

、
意
思
連
絡
の

要
件
を
緩
め
て
し
ま
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
従
来
の
共
謀
概
念
は
共
謀
概
念
と
し
て
そ
れ
を
維
持
し
つ
つ
、
間
接
正
犯
の

故
意
を
有
す
る
者
に
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（
（

。

確
か
に
、
ユ
ン
ボ
事
件
の
被
告
人
は
、
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
所
有
者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
旨
述
べ
て
、
処
分
権
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
て
、
甲
に
処
分
を

依
頼
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
と
甲
の
間
に
は
窃
盗
の
共
謀
に
つ
い
て
の
意
思
連
絡
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
事
実
と
し

て
み
た
場
合
、
被
告
人
は
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
依
頼
し
、
甲
も
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ユ
ン
ボ
の
処
分
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
意
思
連
絡
は
認
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
被
告
人
は
、
自
己
に
ユ
ン
ボ
の
処
分
権
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
所
有
者
か
ら
頼
ま
れ
た
旨
を
述
べ
て
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
甲
に
依
頼

し
た
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
に
は
、
甲
を
利
用
し
て
窃
盗
を
行
う
意
思
が
認
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
被
告
人
自
身
が
ユ
ン
ボ
の
処

分
権
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
甲
に
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
依
頼
し
た
と
い
う
よ
う
な
被
告
人
自
身
に
窃
盗
の
意
思
が
認
め
ら

れ
ず
、
意
思
連
絡
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
と
は
事
情
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
窃
盗
の
間
接
正
犯
と
し
て
甲
を
一
方
的
に
利
用
す
る

意
思
で
被
告
人
が
甲
に
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
依
頼
し
、
甲
が
こ
れ
に
応
じ
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
窃
盗
の
共
謀
に
お
け
る
意
思
連
絡
と
い
う
要
件
を
補

て
ん
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
来
存
在
し
な
い
共
謀
に
お
け
る
意
思
連
絡
を
擬
制
す
る
こ
と
に
な

る
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
間
接
正
犯
と
共
謀
共
同
正
犯
を
比
べ
た
場
合
、
直
接
的
な
結
果
惹
起
と
評
価
さ
れ
る
間
接
正
犯
の
ほ
う
が
、
間

接
的
な
結
果
惹
起
と
評
価
さ
れ
る
共
謀
共
同
正
犯
よ
り
も
重
い
こ
と
か
ら）

（（
（

、
こ
の
考
え
方
は
、
重
い
間
接
正
犯
の
意
思
で
利
用
す
る
際
に
認
め
ら
れ
る
被

利
用
者
と
の
意
思
連
絡
を
も
っ
て
、
軽
い
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
共
謀
の
意
思
連
絡
を
補
て
ん
し
、
重
い
間
接
正
犯
の
意
思
を
も
つ
利
用
者
に
軽
い
共

謀
共
同
正
犯
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
く
存
在
し
な
い
共
謀
を
擬
制
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
軽
い
犯
罪
に
つ
い
て
の

意
思
連
絡
を
も
っ
て
重
い
犯
罪
に
つ
い
て
の
意
思
連
絡
を
擬
制
す
る
も
の
で
も
な
い
。
存
在
し
な
い
意
思
連
絡
を
擬
制
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、
こ
の

考
え
方
に
は
妥
当
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
以
上
よ
り
、
共
同
実
行
の
合
意
の
要
件
も
充
足
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
共
謀
共
同
正
犯
概

念
を
肯
定
す
る
以
上
、
従
来
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
場
合
と
さ
れ
て
き
た
事
例
は
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
共
謀
共
同
正
犯
の
事
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実
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
理
解
し
、
利
用
者
に
共
謀
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

②　

共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
な
が
ら
、
利
用
者
を
共
同
正
犯
と
す
る
見
解

以
上
の
よ
う
に
、
共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、
ユ
ン
ボ
事
件
を
間
接
正
犯
の
故
意
で
共
謀
共
同
正
犯
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
理

解
し
、
被
告
人
に
窃
盗
の
共
謀
共
同
正
犯
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
他
方
で
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
な
が
ら
、
ユ
ン
ボ
事
件
の
被

告
人
に
共
同
正
犯
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
廃
棄
物
投
棄
事
件
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
通
常

裁
判
所
の
判
決
で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
事
案
は
、
Ｈ
株
式
会
社
が
、
重
金
属
を
含
む
特
殊
廃
棄
物
を
家
庭
ご
み
と
と
も
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
だ
け

廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
家
庭
ご
み
処
理
施
設
へ
移
す
た
め
に
必
要
な
県
知
事
の
許
可
を
申
請
し
た
こ
と
か
ら
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
環
境
庁
に
お
い
て
ゴ
ミ
の

評
価
を
管
轄
す
る
部
門
の
主
任
者
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
検
査
方
法
を
提
案
し
て
ゴ
ミ
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
県
知
事
に
提
出
し

た
結
果
、
県
知
事
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
廃
棄
物
の
移
動
を
許
可
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
Ｈ
株
式
会
社
は
特
殊
廃
棄
物
を
家
庭
ご
み
処
理
場
に
移
動
し
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
際
、
実
際
に
は
被
告
人
が
提
案
し
た
検
査
方
法
で
は
重
金
属
や
有
機
化
合
物
の
分
離
は
不
可
能
で
あ
り
、
被
告
人
も
そ
れ
を
認
識
し
て
い

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
案
に
対
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
六
条
一
項
は
環
境
を
危
殆
化
す
る
廃
棄
物
の
処
理
の
自
手
的

な
実
行
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
公
務
員
に
よ
っ
て
も
遂
行
さ
れ
う
る
と
し
、
Ｈ
株
式
会
社
に
よ
り
実
際
に
特
殊
産
業
廃
棄
物
が
家
庭
ご
み
処
理
場

に
運
ば
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
を
与
え
る
よ
う
県
知
事
に
提
案
し
た
公
務
員
で
あ
る
被
告
人
が
、
三
二
六
条
一
項
三
号
の
環
境
を
危
殆
化
す
る
廃

棄
物
の
処
理
の
正
犯
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
際
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
事
実
に
関
し
て
、
二
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
す
な
わ

ち
、
一
つ
は
、
Ｈ
株
式
会
社
の
責
任
者
が
、
運
ぼ
う
と
し
て
い
た
廃
棄
物
か
ら
重
金
属
な
ど
を
確
実
に
分
離
し
て
か
ら
運
ぶ
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
た
場
合
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
、そ
の
責
任
者
が
県
知
事
か
ら
得
た
許
可
の
通
知
が
適
法
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
場
合
が
、こ
れ
で
あ
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
前
者
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
被
告
人
が
共
同
正
犯
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
は
、
被
告
人
が
行
為
を
自
己
の
も
の
と
し
て
意

欲
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
な
さ
れ
る
と
し
、
予
備
行
為
へ
の
関
与
に
よ
っ
て
も
共
同
正
犯
と
な
り
う
る
と
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
の
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判
例）

（（
（

に
依
拠
し
て
、
被
告
人
と
Ｈ
株
式
会
社
の
責
任
者
の
間
に
黙
示
の
合
意
が
認
め
ら
れ
、
実
行
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
被
告
人
も
共
同
正
犯
に
な
る
と

し
た）

（（
（

。
他
方
で
後
者
の
場
合
に
は
、
直
接
の
実
行
者
と
し
て
の
Ｈ
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
構
成
要
件
該
当
行
為
そ
の
も
の
が
す
で
に
欠
如
す
る
か
、
Ｈ
株

式
会
社
は
行
政
行
為
へ
の
従
属
性
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
状
況
で
行
為
し
た
こ
と
か
ら
、そ
の
行
為
が
客
観
的
に
正
当
化
さ
れ
る
か
、又
は
、少
な
く
と
も
、

許
容
構
成
要
件
の
存
在
に
関
す
る
故
意
を
阻
却
す
る
禁
止
の
錯
誤
に
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
間
接
正
犯
に
な
る
と
し
た
。

こ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
従
う
な
ら
ば
、
ユ
ン
ボ
事
件
の
被
告
人
も
、
共
同
正
犯
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ユ
ン
ボ
事
件
の

被
告
人
は
、
ま
ず
、
ユ
ン
ボ
の
処
分
を
所
有
者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
と
し
て
、
甲
に
ユ
ン
ボ
の
搬
出
を
依
頼
し
、
被
告
人
自
ら
自
動
車
を
運
転
し
て
ユ
ン
ボ

を
探
し
に
行
く
な
ど
予
備
行
為
に
関
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
正
犯
意
思
も
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
甲
が
被
告
人
に
所
有
者
か

ら
処
分
の
依
頼
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
場
合
、
事
実
と
し
て
は
、
教
唆
の
事
実
で
は
な
く
、
共
同
正
犯
の
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
結
局
、
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
ユ
ン
ボ
事
件
を
、
間
接
正
犯
の
意
思
で
共
同
正
犯
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
説
に
従
っ
て
検
討
し
た
際
に
示
し
た
通
り
、
甲
を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
意
思
で
ユ
ン
ボ
の
処
分

を
依
頼
し
、
こ
れ
に
甲
が
応
じ
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
被
告
人
と
甲
と
の
窃
盗
の
合
意
を
補
て
ん
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
被
告
人
は
窃
盗
の
共

同
正
犯
の
責
任
を
負
う
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
の
よ
う
に
、
共

同
正
犯
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
被
告
人
が
行
為
を
自
己
の
も
の
と
し
て
意
欲
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
に
よ
り
判
断
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
ユ
ン
ボ
事
件
に
つ
い
て
も
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
共
同
正
犯
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
、
軽
い
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。（

（
）　

ま
と
め

以
上
検
討
し
て
き
た
通
り
、
正
犯
と
共
犯
を
正
犯
意
思
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
区
別
す
る
い
わ
ゆ
る
主
観
説
に
従
う
な
ら
ば
、

ユ
ン
ボ
事
件
は
、
共
謀
共
同
正
犯
概
念
を
肯
定
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
は
共
同
正
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
事
案
で
あ
っ
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た
の
で
あ
る
。

3　

二
重
の
身
分
犯
に
お
け
る
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て

（
（
）　

問
題
提
起

例
え
ば
、
業
務
上
物
を
占
有
す
る
Ａ
と
占
有
し
て
い
な
い
Ｂ
が
、
そ
の
物
を
領
得
し
よ
う
と
共
謀
し
た
が
、
そ
の
後
Ａ
が
占
有
を
喪
失
し
、
Ｃ
が
占
有

す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
、
Ａ
が
そ
の
物
を
領
得
し
た
と
い
う
場
合
、
Ａ
に
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
。
問
題
は
Ｂ
に
つ
い
て
で
あ
る
。

Ａ
と
Ｂ
の
間
で
は
業
務
上
横
領
罪
が
共
謀
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
Ａ
が
実
際
に
行
っ
た
の
は
窃
盗
罪
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
Ｂ
は
ど
の
よ
う

な
責
任
を
負
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
に
よ
る
な
ら
ば
、
業
務
上
横
領
罪
に
非
身
分
者
が
関
与
し
た
場
合
、
非
身
分
者
に
は
六
五
条
一
項
に
よ
り
業
務
上

横
領
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ
は
業
務
上
横
領
罪
の
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
客
観
的
に
は
Ａ
は
窃
盗
罪
を
行
っ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
例
は
、
業
務
上
横
領
罪
の
故
意
で
窃
盗
罪
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
窃
盗
罪
に
は
五
〇
万
円

以
下
の
罰
金
が
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
業
務
上
横
領
罪
の
方
が
窃
盗
罪
よ
り
も
重
い
と
考
え
れ
ば）

（（
（

、
重
い
犯
罪
の
意
思
で
軽
い
犯
罪
の
事
実
を
実
現
し

た
場
合
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
八
条
二
項
に
よ
り
、
業
務
上
横
領
罪
で
は
処
断
で
き
ず
、
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
と
し
て
業
務
上
横
領
罪
と
窃
盗
罪
の

間
で
符
合
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
軽
い
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
に
は
疑
問
が
あ
る
。

仮
に
Ａ
が
占
有
を
喪
失
し
な
か
っ
た
場
合
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
に
も
業
務
上
横
領
罪
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
刑
は
六
五
条
二
項
に
よ
り
、
単
純
横
領

罪
の
刑
、
す
な
わ
ち
五
年
以
下
の
懲
役
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ａ
が
占
有
を
喪
失
す
る
と
、
窃
盗
罪
に
な
り
一
〇
年
以
下
の
懲
役
が
科

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
横
領
罪
と
窃
盗
罪
の
間
に
は
加
減
的
身
分
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
単
純
横
領
罪
の
刑

を
科
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
Ａ
が
窃
盗
罪
よ
り
も
重
い
業
務
上
横
領
罪
を
行
え
ば
、
Ｂ
は
少
な
く
と
も
単
純
横
領
罪
の
刑
に
な
る
の
に
対
し
、
Ａ
が

業
務
上
横
領
罪
よ
り
も
軽
い
窃
盗
罪
を
行
う
と
、
Ｂ
は
窃
盗
罪
の
刑
に
な
っ
て
、
か
え
っ
て
重
く
な
る
。
Ａ
が
物
の
占
有
を
喪
失
す
る
と
い
う
Ｂ
に
無
関
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係
の
事
情
に
よ
り
、
Ｂ
の
刑
が
一
〇
年
に
な
っ
た
り
、
五
年
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
何
ら
か
の
形
で
単
純
横
領
罪
の
刑
を
科
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
解
決
を
模
索
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
確
か
に
犯
罪
の
成
立
に
つ
い
て
は
窃
盗
罪
を
認
め
、
量
刑
で
単
純
横
領
罪
と

考
え
て
五
年
以
下
の
懲
役
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
五
年
以
下
の
懲
役
と
い
う
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
点
で
や
は
り
問
題
が
あ
る
。

解
釈
論
的
に
単
純
横
領
罪
の
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
解
決
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
業
務
上
横
領
罪
の
身
分
の
解
釈
に
よ
り
解
決
す
る
方
法
と
、
窃
盗
罪
と
業

務
上
横
領
罪
の
関
係
に
よ
り
解
決
す
る
方
法
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
以
下
順
に
検
討
す
る
。
な
お
、
検
討
の
前
提
と
し
て
、
六
五
条
一
項
の
「
共
犯
」
に
含

ま
れ
る
共
犯
形
式
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
共
同
正
犯
の
み
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解）

（（
（

、
共
同
正
犯
は
含
ま
れ
ず
、
教
唆
犯
及
び
従
犯
が
含
ま
れ
る
と

す
る
見
解）

（（
（

及
び
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
及
び
従
犯
の
う
ち
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解）

（（
（

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
第
三
説
に
し
た
が
い
、
す
べ
て
の
共

犯
形
式
が
含
ま
れ
る
と
す
る
前
提
で
検
討
す
る
。
ま
た
、
共
同
正
犯
に
は
共
謀
共
同
正
犯
も
含
ま
れ
る）

（（
（

。

（
（
）　

業
務
上
横
領
罪
の
身
分
に
よ
る
解
決

業
務
上
横
領
罪
に
非
占
有
者
が
加
功
し
た
場
合
、
判
例
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
に
よ
り
業
務
上
横
領
罪
が
成
立
し
、
身
分
の
な
い
非
占
有

者
に
は
六
五
条
二
項
に
よ
り
単
純
横
領
罪
の
刑
が
科
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
六
五
条
一
項
と
二
項
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
項
を
真
正
身
分

犯
、
不
真
正
身
分
犯
を
通
じ
て
共
犯
成
立
の
規
定
、
二
項
を
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
の
科
刑
の
規
定
と
理
解
す
る
見
解）

（（
（

に
親
和
性
が
あ
り
、
六
五
条
一

項
を
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
の
規
定
、二
項
を
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
の
規
定
と
理
解
す
る
判
例
の
見
解）

（（
（

と
一
貫
し
な
い
よ
う
に
も
見
え
る）

（（
（

。「
し
か
し
、

他
人
の
物
の
非
占
有
者
が
業
務
上
横
領
罪
に
加
功
す
る
行
為
自
体
は
、
本
来
、
単
純
横
領
罪
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
殺
人
行
為
や
賭
博
行
為
が
、

直
系
卑
属
、
賭
博
常
習
者
な
ど
の
身
分
を
有
し
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
直
ち
に
犯
罪
と
な
る
の
と
は
趣
を
異
に
す
る
か
ら
、
業
務
上
横
領
罪
は
一
種
の
真

正
身
分
犯
で
も
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
問
題
は
、
業
務
上
物
を
占
有
す
る
者
と
い
う
身
分
の
う
ち
、
い
か
な
る
身
分
が
真
正
身

分
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
判
例
は
、
業
務
上
物
を
占
有
す
る
者
と
い
う
身
分
を
、「
物
の
占
有
者
」
と
「
業
務
者
」
と
い
う
二
つ
に
分
け
て
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二
重
の
身
分
犯
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、「
業
務
上
の
物
の
占
有
者
」
と
い
う
身
分
全
体
を
一
つ
の
身
分
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
真
正
身
分
と
理
解
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
業
務
上
横
領
罪
は
、
そ
れ
自
体
真
正
身
分
犯
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
結
果
、
業
務
上
の
物
の
占
有
者
の
横
領
行
為
に
非
占
有
者
が
加
功
し
た
場
合
に
は
、
六
五
条
一
項
に
よ
り
、
業
務
上
横
領
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る）

（（
（

。

そ
し
て
、
業
務
上
物
の
占
有
者
を
一
つ
の
真
正
身
分
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
本
来
は
、
非
占
有
者
に
つ
い
て
業
務
上
横
領
罪
の
成
立
を
認
め
れ
ば
そ
れ
で

充
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が）

（（
（

、
業
務
上
の
占
有
者
と
単
純
占
有
者
が
共
同
で
横
領
し
た
場
合
に
は
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
単
純
横
領
罪
に
な
る
こ
と
か
ら
、

非
占
有
者
が
業
務
上
横
領
罪
に
加
功
し
た
場
合
も
、そ
の
違
法
性
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、単
純
横
領
罪
ま
で
の
違
法
性
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、及
び
、

非
占
有
者
が
業
務
上
横
領
罪
に
加
功
し
た
場
合
に
単
純
横
領
罪
の
刑
に
し
な
い
と
、
単
純
占
有
者
が
単
純
横
領
罪
に
な
る
の
と
比
べ
て
非
占
有
者
が
重
く

処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
刑
は
単
純
横
領
罪
の
限
度
に
と
ど
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
判
例
の
立
場
に
よ
る
と
、
非
占
有
者
が
業
務
上

横
領
罪
に
加
功
し
た
場
合
の
非
占
有
者
の
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
は
、
業
務
上
横
領
罪
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
と
お
り
、
業
務
上
横
領
罪
の

方
が
窃
盗
罪
よ
り
も
重
い
と
解
す
る
と
、
非
占
有
者
た
る
前
述
の
Ｂ
に
は
軽
い
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
単
純
横
領
罪
の
刑
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
こ
の
結
論
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
業
務
上
の
物
の
占
有
者
を
一
つ
の
身
分
と
し
て
理
解
す
る
と
妥
当
な
結
論
に
至
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
身
分
に
つ
い
て
異
な
る
理

解
に
よ
り
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。業
務
上
横
領
罪
の
身
分
に
つ
い
て
、業
務
上
の
物
の
占
有
者
を
一
つ
の
身
分
と
す
る
理
解
の
他
に
、

「
業
務
者
」
だ
け
を
身
分
と
し
て
理
解
す
る
見
解
及
び
業
務
上
の
物
の
占
有
者
を
「
物
の
占
有
者
」
と
「
業
務
者
」
の
二
つ
に
分
け
て
理
解
す
る
見
解
が
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
者
の
理
解
に
よ
る
場
合
に
は
、
六
五
条
一
項
を
真
正
身
分
犯
の
規
定
、
二
項
を
不
真
正
身
分
犯
の
規
定
と
理
解
す
る
見
解
に
従

う
解
決
法
と
一
項
を
違
法
身
分
、
二
項
を
責
任
身
分
の
規
定
と
理
解
す
る
見
解
に
従
う
解
決
法
が
考
え
ら
れ
る
。
以
下
順
に
検
討
す
る
。

①　

業
務
者
だ
け
を
身
分
と
し
て
理
解
し
た
場
合

こ
の
見
解
は
、
単
純
横
領
罪
と
遺
失
物
等
横
領
罪
の
関
係
を
、
旧
刑
法
に
お
け
る
「『
遺
失
物
埋
蔵
物
に
関
す
る
罪
』
の
規
定
を
基
礎
に
し
て
、
こ
れ
に
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受
寄
財
物
に
関
す
る
罪
の
規
定
を
合
し
た
」
と
い
う
現
行
刑
法
の
提
案
理
由
か
ら
、
二
五
四
条
の
遺
失
物
等
横
領
罪
に
二
五
二
条
の
単
純
横
領
罪
を
加
え

た
も
の
と
し
て
、
遺
失
物
等
横
領
罪
を
横
領
罪
の
基
礎
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
の
上
で
、
両
罪
の
法
定
刑
の
差
が
大
き
い
根
拠
を
、「
委
託
物
」
と
「
占
有

離
脱
物
」
と
い
う
客
体
の
差
に
求
め
る
。
こ
の
場
合
、
単
純
横
領
罪
は
身
分
犯
で
は
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
単
純
横
領
罪
の
共
犯
に
は
六
五
条
一
項
を
適

用
す
る
こ
と
が
不
要
に
な
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
単
純
横
領
罪
を
身
分
犯
と
し
て
理
解
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
業
務
上
横
領
罪
は
二
重
の
身
分
犯
で
は
な
く
な

り
、
業
務
者
と
い
う
身
分
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
身
分
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
占
有
者
と
業
務
上
の
占
有
者
の
共
犯
の
場
合
に
は
、

六
五
条
二
項
だ
け
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

（（
（

。
こ
の
理
解
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
前
述
の
Ａ
及
び
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
、
業
務
者

と
い
う
身
分
を
有
す
る
Ａ
に
は
業
務
上
横
領
罪
が
成
立
し
、
業
務
者
と
い
う
身
分
が
な
い
Ｂ
に
は
単
純
横
領
罪
が
成
立
し
、
そ
の
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
六
五
条
二
項
の
通
常
の
刑
は
、
非
占
有
者
で
あ
る
Ｂ
の
場
合
遺
失
物
等
横
領
罪
を
意
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る

が
、
Ｂ
が
単
純
横
領
罪
に
関
与
し
た
場
合
に
単
純
横
領
罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
Ｂ
が
業
務
上
横
領
罪
に
関
与
し
た
場
合
に
は
な
お
さ
ら
Ｂ
の

行
為
に
単
純
横
領
罪
の
違
法
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
通
常
の
刑
は
単
純
横
領
罪
を
意
味
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
罪
名
と
科
刑
の
分

離
を
回
避
す
る
た
め
、
成
立
す
る
犯
罪
も
単
純
横
領
罪
と
い
う
こ
と
に
な
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
の
主
観
は
単
純
横
領
罪
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
Ａ
と
Ｂ

の
間
で
業
務
上
横
領
罪
を
共
謀
し
た
が
、
Ａ
が
窃
盗
を
実
行
し
た
場
合
、
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
単
純
横
領
罪
の
主
観
で
、
窃
盗
罪
を
実
現
し
た
事
例
に
な
る
。

単
純
横
領
罪
と
窃
盗
罪
で
は
、
単
純
横
領
罪
の
ほ
う
が
軽
い
こ
と
か
ら
、
三
八
条
二
項
に
よ
り
窃
盗
罪
で
処
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
単
純
横
領
罪
と
窃

盗
罪
の
間
で
符
合
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
は
軽
い
単
純
横
領
罪
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

②　

業
務
上
横
領
罪
を
物
の
占
有
者
と
業
務
者
と
い
う
二
重
の
身
分
犯
と
し
て
理
解
し
た
場
合

業
務
上
横
領
罪
に
お
け
る
業
務
上
の
物
の
占
有
者
を
、
物
の
占
有
者
と
業
務
者
の
二
つ
の
身
分
に
分
け
た
場
合
、
六
五
条
一
項
と
二
項
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
二
つ
の
解
決
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
六
五
条
一
項
を
真
正
身
分
犯
の
規
定
、
二
項
を
不
真
正
身
分

犯
の
規
定
と
理
解
し
た
場
合
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
物
の
占
有
者
が
構
成
的
身
分
す
な
わ
ち
真
正
身
分
に
な
り
、
業
務
者
が
加
減
的
身
分
す
な
わ
ち
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不
真
正
身
分
に
な
る
の
で
、
こ
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
一
項
に
よ
り
物
の
占
有
者
と
い
う
身
分
に
つ
い
て
の
単
純
横
領
罪
の
共

同
正
犯
に
な
り
、
業
務
者
と
い
う
身
分
を
有
す
る
Ａ
だ
け
が
業
務
上
横
領
罪
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
と
お
り
、
Ｂ
は
単
純

横
領
罪
の
主
観
で
、
窃
盗
罪
を
実
現
し
た
こ
と
に
な
り
、
単
純
横
領
罪
と
窃
盗
罪
の
間
で
符
合
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
は
単
純
横
領
罪
の
責
任

を
負
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
六
五
条
一
項
と
二
項
の
関
係
に
つ
い
て
、
六
五
条
一
項
を
違
法
身
分
、
二
項
を
責
任
身
分
に
関
す
る
規
定
と
理
解
し
た
場
合
で
あ
る
。
物
の
占

有
者
と
い
う
身
分
は
横
領
罪
の
法
益
で
あ
る
所
有
権
の
侵
害
に
関
す
る
身
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
違
法
身
分
で
あ
り
、
六
五
条
一
項
に
よ
り
Ａ
と
Ｂ
は
単

純
横
領
罪
の
共
同
正
犯
に
な
り
、
他
方
で
、
業
務
者
と
い
う
身
分
は
責
任
身
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
Ａ
だ
け
に
業
務
上
横
領
罪
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
は
単
純
横
領
罪
の
主
観
で
、
窃
盗
罪
を
実
現
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
理
解
に
よ
っ
て
も
、
単
純

横
領
罪
と
窃
盗
罪
の
間
で
符
合
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
は
軽
い
単
純
横
領
罪
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

（
（
）　

業
務
上
横
領
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
で
解
決
す
る
場
合

以
上
は
、
業
務
上
横
領
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
に
つ
い
て
、
罰
金
を
選
択
刑
と
し
て
有
す
る
窃
盗
罪
が
軽
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
解
決
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
窃
盗
罪
は
業
務
上
横
領
罪
よ
り
も
軽
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
刑
法
一
〇
条
に
よ
れ
ば
、
罰
金
を
選
択
刑

と
し
て
規
定
す
る
窃
盗
罪
の
方
が
業
務
上
横
領
罪
よ
り
も
軽
い
。
ま
た
、
明
治
四
〇
年
の
現
行
刑
法
に
改
正
さ
れ
た
当
初
の
業
務
上
横
領
罪
の
刑
は
、
一

年
以
上
一
〇
年
以
下
で
あ
り
、
当
時
の
窃
盗
罪
の
刑
が
一
〇
年
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
業
務
上
横
領
罪
の
方
が
重
く
な
っ
て
い
た）

（（
（

。
明
治
四
〇
年
当

時
の
業
務
上
横
領
罪
に
関
す
る
政
府
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
〇
年
当
時
業
務
上
横
領
罪
の
刑
が
一
年
以
上
一
〇
年
以
下
と
さ
れ
た
の
は
、「
現
行
法

ハ
受
奇
財
物
ニ
關
シ
業
務
上
他
人
ノ
爲
メ
ニ
占
有
ス
ル
場
合
ト
否
ラ
サ
ル
ト
ノ
區
別
を
爲
サ
ス
ト
雖
モ
業
務
ニ
因
リ
他
人
ノ
爲
メ
ニ
物
ヲ
占
有
ス
ル
場
合

ハ
通
常
ノ
場
合
ト
異
ナ
リ
自
ラ
保
管
ノ
責
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
方
ニ
ハ
交
通
取
引
ヲ
妨
ケ
社
會
ノ
信
用
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
甚
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
案
は
此
二
者

ヲ
區
別
シ
格
別
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
」、
業
務
上
他
人
の
物
を
占
有
す
る
者
が
横
領
し
た
場
合
に
は
、「
其
罪
状
重
キ
ヲ
以
テ
特
ニ
本
條
ニ
於
テ
之
ヲ
規
定
シ
其
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刑
ヲ
重
ク
」
し
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
業
務
上
横
領
罪
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
〇
年
の
改
正
当
時
、
単
に
保
管
の
責
任
に
違
反

す
る
と
い
う
個
人
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
交
通
取
引
を
妨
げ
社
会
の
信
用
を
害
す
る
と
い
う
そ
の
社
会
的
な
側
面
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

そ
し
て
、
そ
の
点
に
業
務
上
横
領
罪
が
加
重
さ
れ
る
根
拠
が
見
出
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
大
判
大
正
三
年
六
月
一
七
日
刑
録
二
〇
輯
一
二
四
五
頁
も
、「
刑

法
ニ
於
テ
業
務
上
ノ
横
領
行
爲
ヲ
特
ニ
重
ク
處
罰
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
普
通
ノ
横
領
ニ
在
リ
テ
ハ
他
人
ノ
物
件
ヲ
保
管
ス
ル
ヲ
以
テ
常
業
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ

非
ス
唯
個
々
單
獨
的
ニ
保
管
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
縦
令
其
保
管
ノ
義
務
ニ
違
背
シ
横
領
行
爲
ヲ
敢
テ
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
ル
モ
其
被
害
ノ
範
圍
自
ラ
限

局
セ
ラ
ル
ル
所
ア
リ
ト
雖
ト
モ
之
ニ
反
シ
他
人
ノ
物
件
ヲ
保
管
ス
ル
ヲ
以
テ
常
業
ト
ナ
シ
居
常
其
事
務
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
若
シ
這
般
横
領
行
爲
ヲ

敢
テ
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
ラ
ン
カ
其
法
益
侵
害
ノ
範
圍
頗
ル
多
岐
ニ
亘
リ
社
会
ノ
信
用
ヲ
害
ス
ル
ノ
大
ナ
ル
コ
ト
普
通
横
領
罪
ト
同
日
ノ
談
ニ
非
ス
」
と

し
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
正
一
〇
年
に
、
一
年
の
懲
役
を
科
す
の
が
重
す
ぎ
る
よ
う
な
軽
微
な
横
領
事
件
に
対
処
す
る
た
め
、「
一
年
以
上
」
と
い
う
四
文

字
を
削
除
し
た
た
め）

（（
（

、
平
成
一
八
年
改
正
の
際
に
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
が
二
三
五
条
に
規
定
さ
れ
る
ま
で
同
一
の
法
定
刑
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、「
一

年
以
上
」
を
削
除
し
た
後
の
大
判
昭
和
一
三
年
三
月
九
日
刑
集
一
七
巻
一
八
一
頁
も
、「
業
務
關
係
ニ
依
ル
保
管
金
品
ノ
不
正
領
得
カ
個
人
的
信
用
關
係
ヲ

主
ト
ス
ル
單
純
ナ
ル
保
管
金
品
ノ
不
正
領
得
ニ
比
シ
其
ノ
性
質
上
法
益
侵
害
ノ
範
圍
多
岐
ニ
亙
り
社
會
ノ
信
用
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
大
ナ
ル
ト
此
ノ
種

犯
罪
ハ
頻
發
ノ
虞
極
メ
テ
多
キ
ヨ
リ
シ
テ
一
般
警
戒
上
法
定
刑
ヲ
重
ク
シ
タ
」
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
多
数
人
の
信
頼
を
害
し
、
法
益
侵
害
の
範
囲
が

広
い
こ
と
を
業
務
上
横
領
罪
の
加
重
処
罰
の
根
拠
と
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、平
成
一
八
年
改
正
で
二
三
五
条
に
罰
金
が
規
定
さ
れ
る
前
で
あ
っ

て
も
、
法
益
侵
害
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
窃
盗
罪
よ
り
も
、
業
務
上
横
領
罪
の
違
法
性
の
方
が
重
い
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
窃
盗
罪
よ
り
も
業
務

上
横
領
罪
の
方
が
重
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
平
成
一
八
年
改
正
後
に
窃
盗
罪
に
罰
金
刑
が
導
入
さ
れ
た
後
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
業
務
上
横
領

罪
の
方
が
窃
盗
罪
よ
り
も
重
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
と
お
り
、
業
務
上
横
領
罪
の
身
分
に
つ
い
て
、
業
務
者
だ
け

を
身
分
と
理
解
す
る
か
、
又
は
、
物
の
占
有
者
と
業
務
者
の
二
つ
の
身
分
に
分
け
て
理
解
し
て
六
五
条
二
項
を
適
用
す
る
べ
く
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
業
務
上
横
領
罪
の
加
重
処
罰
の
根
拠
に
つ
い
て
、
他
人
の
物
を
占
有
す
る
業
務
を
行
う
者
は
横
領
罪
を
犯
す
可
能
性
が
高
い
た
め
、
一
般
予

防
の
見
地
か
ら
責
任
を
加
重
す
る
趣
旨
で
特
に
重
い
刑
が
科
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
単
純
横
領
罪
と
業
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共
犯
の
錯
誤
に
関
す
る
諸
問
題
（
関
根
）

務
上
横
領
罪
は
、
主
体
が
業
務
上
の
占
有
者
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
純
占
有
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
異
な
る
他
は
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
単
純
横
領
罪
が
五
年
以
下
と
軽
く
処
罰
さ
れ
る
根
拠
が
、「
自
己
の
支
配
内
に
あ
る
他
人
の
財
物
の
領
得
は
、
他
人
の
支
配
を
排
斥
し

て
実
行
す
る
領
得
に
比
べ
て
、
形
態
に
お
い
て
平
和
的
で
あ
り
、
動
機
に
お
い
て
誘
惑
的
で
あ
」
り）

（（
（

、「
し
か
も
、
そ
の
誘
惑
は
被
害
者
の
軽
率
が
原
因
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、ま
た
、被
害
者
が
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
も
容
易
だ
と
い
う
事
情
が
付
け
加
え
ら
れ
る
」）

（（
（

と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
は
業
務
上
横
領
罪
で
も
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
平
成
一
八
年
改
正
前
の
窃
盗
罪
の
刑
と
業
務
上
横
領
罪

の
刑
が
同
一
で
あ
っ
た
時
、
他
人
の
支
配
を
害
す
る
点
で
、
窃
盗
罪
の
方
が
業
務
上
横
領
罪
よ
り
も
重
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
平
成
一
八
年
改
正
前
の
時

点
で
は
窃
盗
罪
の
方
が
業
務
上
横
領
罪
よ
り
も
重
い
と
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
平
成
一
八
年
改
正
前
に
窃
盗
罪
の
方
が
業
務
上
横
領
罪
よ
り
も
重
い
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
は
、
平
成

一
八
年
改
正
に
よ
り
窃
盗
罪
に
罰
金
が
選
択
刑
と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
業
務
上
横
領
罪
の
方
が
重
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
成

一
八
年
改
正
に
お
い
て
窃
盗
罪
に
選
択
刑
と
し
て
罰
金
を
規
定
し
た
趣
旨
は
、「
窃
盗
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
欲
犯
的
な
性
格
を
考
え
る
と
、
そ
の
責
任

を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
、
万
引
き
事
犯
等
の
中
に
は
、
そ
の
犯
罪
類
型
と
し
て
の
特
質
や
偶
発
的
に
行
わ
れ
る
場
合
が
少
な
く

な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
被
害
金
額
が
少
額
に
と
ど
ま
り
、
か
つ
、
速
や
か
に
被
害
回
復
が
な
さ
れ
る
と
い
っ
た
類
型
の
事
案
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
で

き
な
い
。」「
こ
の
よ
う
な
類
型
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
…
…
起
訴
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
に
困
難
を
伴
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
窃
盗
罪
に
つ

い
て
も
選
択
刑
と
し
て
罰
金
刑
を
新
設
し
、
刑
の
選
択
の
幅
を
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
こ
れ
ま
で
個
別
の
事
案

に
つ
い
て
検
察
官
が
懲
役
刑
相
当
と
判
断
し
た
こ
と
自
体
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
立
法
趣
旨
に
よ

れ
ば
、
窃
盗
罪
に
お
け
る
罰
金
刑
の
新
設
は
、
こ
れ
ま
で
場
合
に
よ
っ
て
は
起
訴
猶
予
と
さ
れ
て
き
た
領
域
に
処
罰
範
囲
を
拡
大
す
る
趣
旨
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
窃
盗
罪
と
業
務
上
横
領
罪
の
起
訴
猶
予
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
の
違
い
か
ら
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
思
う
が
、
前
述
の
よ

う
に
、
他
人
の
支
配
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
業
務
上
横
領
罪
の
方
が
窃
盗
罪
よ
り
も
軽
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
窃
盗
罪
で
あ
れ
ば
罰
金
刑

が
選
択
さ
れ
る
よ
う
な
犯
情
の
事
案
に
つ
い
て
、
業
務
上
横
領
罪
の
場
合
に
は
引
き
続
き
起
訴
猶
予
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
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二
三
五
条
の
平
成
一
八
年
改
正
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、む
し
ろ
、こ
れ
ま
で
犯
情
が
軽
く
起
訴
猶
予
と
さ
れ
て
き
た
領
域
を
処
罰
す
る
領
域
へ
と
取
り
込
み
、

処
罰
範
囲
を
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
窃
盗
罪
の
方
が
重
い
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
平
成
一
八
年
改
正
後
も
窃
盗
罪
よ
り
も
業
務
上
横
領
罪
の
方
が
軽
い
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
前
述
の
Ａ
に
は
、
三
八
条
二
項
に
よ
り
窃
盗

罪
と
し
て
処
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
窃
盗
罪
と
業
務
上
横
領
罪
の
間
で
符
合
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
業
務
上
横
領
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
非
占
有
者
で
あ
る
Ｂ
に
は
、
業
務
上
物
の
占
有
者
そ
れ
自
体
を
一
つ
の
身
分
と
解
す
る
判
例
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
六
五
条
一
項
に
よ
り
業
務

上
横
領
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
し
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
刑
だ
け
単
純
横
領
罪
の
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
業
務
上
物
の
占
有
者
を
物
の
占
有

者
と
業
務
者
に
分
け
る
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
と
二
項
の
関
係
を
真
正
身
分
犯
の
規
定
と
不
真
正
身
分
犯
の
規
定
と
し
て

理
解
す
る
に
せ
よ
、
又
は
、
六
五
条
一
項
を
違
法
身
分
、
六
五
条
二
項
を
責
任
身
分
に
関
す
る
規
定
と
し
て
理
解
す
る
に
せ
よ
、
Ａ
及
び
Ｂ
は
六
五
条
一

項
に
よ
り
単
純
横
領
罪
の
共
同
正
犯
に
な
り
、
業
務
者
た
る
Ａ
の
み
六
五
条
二
項
に
よ
り
業
務
上
横
領
罪
に
な
る
。
な
お
、
以
上
の
検
討
は
、
共
同
正
犯

を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
は
、
教
唆
犯
及
び
従
犯
に
も
妥
当
す
る
。

4　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
場
合
及
び
二
重
の
身
分
犯
に
お
け
る
共
犯
の
錯
誤
と
い
う
共
犯
の
錯
誤
に
関
す
る
二
つ
の

問
題
を
検
討
し
て
き
た
。
従
来
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
問
題
は
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
関
す

る
主
観
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
よ
り
強
い
正
犯
意
思
を
有
す
る
間
接
正
犯
の
意
思
を
有
す
る
方
が
教
唆
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
当
初
か
ら
共

同
正
犯
の
意
思
で
意
思
連
絡
を
し
て
い
た
場
合
に
は
共
同
正
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
る
と
い
う
点
に
、
矛
盾
が
認
め
ら
れ
、
共
同
正
犯
を
認
め
る
べ
く
解
決

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
共
謀
共
同
正
犯
概
念
を
認
め
る
日
本
で
は
、
な
お
さ
ら
共
同
正
犯
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



七
二
三

共
犯
の
錯
誤
に
関
す
る
諸
問
題
（
関
根
）

ま
た
、
二
重
の
身
分
犯
と
共
犯
の
錯
誤
の
問
題
で
は
、
身
分
者
が
途
中
で
身
分
を
完
全
に
喪
失
し
た
場
合
に
、
判
例
の
立
場
で
は
結
論
に
疑
問
が
生
じ

う
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
重
の
身
分
犯
に
非
身
分
者
が
関
与
し
た
場
合
に
つ
い
て
六
五
条
一
項
に
よ
り
二
重
の
身
分
犯
が
成

立
し
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
非
身
分
者
に
は
通
常
の
身
分
犯
の
刑
が
科
さ
れ
る
と
す
る
の
が
、
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
判
例
の
立
場
に
よ
る
と
、
身

分
者
が
完
全
に
身
分
を
喪
失
し
、
非
身
分
者
に
な
っ
た
と
き
に
、
も
と
も
と
の
非
身
分
者
に
六
五
条
二
項
を
適
用
し
、
通
常
の
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
な

い
事
例
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
が
、
結
論
の
妥
当
性
か
ら
考
え
て
、
何
ら
か
の
形
で
こ
れ
に
六
五
条
二
項
を
適
用
し
て
、
通
常
の
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き

る
解
釈
を
採
用
す
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上

（
（
）
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
第
四
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
年
）
三
三
七
頁
。

（
（
）
佐
久
間
修
「
共
犯
の
錯
誤
と
身
分
犯
の
意
義
（
そ
の
（
）」『
警
察
学
論
集
』
六
八
巻
二
号
一
六
五
頁
注
（
。

（
（
）
共
謀
の
射
程
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
彰
雄
「
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
『
共
謀
の
射
程
』
に
つ
い
て
」『
法
学
新
報
』
一
二
一
巻
一
一
・
一
二
号
五
〇
九
頁
以
下
、
成
瀬

幸
典
「
共
謀
の
射
程
に
つ
い
て
」『
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
四
号
一
〇
頁
以
下
、
橋
爪
隆
「
共
謀
の
射
程
と
共
犯
の
錯
誤
」『
法
学
教
室
』
三
五
九
号
二
〇
頁
以
下
、

同
「
共
謀
の
意
義
に
つ
い
て
（
（
）」『
法
学
教
室
』
四
一
二
号
一
二
三
頁
以
下
、
樋
笠
尭
士
「
共
謀
の
射
程
の
判
断
」『
大
学
院
研
究
年
報
』
四
五
号
二
〇
三
頁
以
下
、

水
落
伸
介
「
共
謀
の
射
程
に
つ
い
て
」『
大
学
院
研
究
年
報
』
四
四
号
一
六
一
頁
以
下
等
参
照
。

（
（
）
前
田
雅
英
「
間
接
正
犯
と
共
同
正
犯
と
教
唆
犯
」『
警
察
学
論
集
』
六
五
巻
七
号
一
六
九
頁
。
水
落
伸
介
、
判
批
『
法
学
新
報
』
一
二
二
巻
五
・
六
号
一
二
一
頁
。

（
（
）
植
村
立
郎
・
小
林
充
編
『
刑
事
事
実
認
定
重
要
判
決
（0
選
（
上
）〔
第
（
版
〕』
立
花
書
房
（
二
〇
一
三
年
）
二
七
九
頁
〔
菊
池
則
明
〕。
川
端
博
・
西
田
典
之
・
原
田

國
男
・
三
浦
守
編
『
裁
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法 

第
（
巻
』
立
花
書
房
（
二
〇
〇
六
年
）
五
五
八
頁
〔
高
橋
則
夫
〕。

（
（
）
松
澤
伸
「
教
唆
犯
と
共
同
正
犯
の
一
考
察
」『Law

&
Practice

』
第
四
号
九
七
頁
も
間
接
正
犯
の
故
意
で
教
唆
の
事
実
を
実
現
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
一
三
年
決
定

に
依
拠
し
、
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
考
慮
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
す
る
。

（
（
）
平
成
二
五
年
度
の
司
法
試
験
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
結
論
的
に
、
甲
に
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（
）
前
田
雅
英
、
前
掲
注（
（
）一
七
五
頁
は
、「
窃
盗
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
方
向
で
の
起
訴
・
訴
訟
追
行
が
自
然
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
ま
た
、
甘
利
航
司
、
判
批
『
新
・

判
例
解
説W

atch

』
一
二
号
一
五
〇
頁
は
、「
共
謀
が
な
か
っ
た
と
す
る
の
に
は
違
和
感
が
残
る
」
と
す
る
。

（
（
）
市
川
啓
、
判
批
『
立
命
館
法
学
』
三
五
六
号
四
〇
五
頁
。
松
澤
伸
、
前
掲
注（
（
）一
〇
九
頁
。



七
二
四

（
（0
）
岩
田
誠
、
判
批
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇 

昭
和
三
三
年
度
』
法
曹
会
（
一
九
五
九
年
）
四
〇
五
頁
以
下
。

（
（（
）
青
木
孝
之
「
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
と
実
務
」『
琉
大
法
学
』
七
八
号
二
六
二
頁
。

（
（（
）
杉
田
宗
久
・
平
城
文
啓
・
仁
藤
佳
海
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
法
律
概
念
に
関
す
る
諸
問
題 

（ 

共
犯
（
（
）」『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
一
三
五
五
号
七
八
頁
。

（
（（
）
小
林
充
「
共
同
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
の
区
別
」『
法
曹
時
報
』
五
一
巻
八
号
一
二
頁
以
下
。

（
（（
）
朝
山
芳
史
「
共
謀
の
認
定
と
判
例
理
論
」
木
谷
明
編
著
『
刑
事
事
実
認
定
の
基
本
問
題 

第
（
版
』
成
文
堂
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
三
頁
以
下
。
石
井
一=

片
岡
博

「
共
謀
共
同
正
犯
」『
刑
事
事
実
認
定
―
裁
判
例
の
総
合
的
健
闘
―
（
上
）』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
（
一
九
九
二
年
）
三
四
三
頁
。
出
田
孝
一
「
共
謀
共
同
正
犯
の
意
義
と
認

定
」『
小
林
充
先
生
・
佐
藤
文
哉
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集 

上
巻
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
（
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
〇
頁
以
下
。
小
林
充
、
前
掲
注（
（（
）一
二
頁
。
大
塚
仁
・

川
上
和
雄
・
佐
藤
文
哉
・
古
田
佑
紀
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法 

第
二
版 

第
（
巻
』
青
林
書
院
（
一
九
九
九
年
）
三
〇
四
頁
〔
村
上
光
鵄
〕。
小
林
充
・
植
村
立
郎

編
『
刑
事
事
実
認
定
重
要
判
決
（0
選 

上 

第
（
版
』
立
花
書
房
（
二
〇
一
三
年
）
二
八
〇
頁
〔
菊
池
則
明
〕。

（
（（
）
松
澤
伸
、
前
掲
注（
（
）一
一
〇
頁
。

（
（（
）
小
林
充
、
前
掲
注（
（（
）一
二
頁
。

（
（（
）
松
澤
伸
、
前
掲
注（
（
）一
一
二
頁
以
下
。

（
（（
）
例
え
ば
、
立
石
二
六
『
刑
法
解
釈
学
の
諸
問
題
』
成
文
堂
（
二
〇
一
二
年
）
一
六
八
頁
は
、
ス
ワ
ッ
ト
事
件
に
つ
い
て
、「
ス
ワ
ッ
ト
ら
が
自
発
的
に
被
告
人
を
警

護
す
る
た
め
に
け
ん
銃
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
確
定
的
に
認
識
認
容
し
て
い
た
こ
と
と
、
被
告
人
と
ス
ワ
ッ
ト
ら
と
の
間
に
け
ん
銃
を
所
持
し
て
警
護
す
る
と
い
う

共
謀
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
被
告
人
は
単
に
そ
の
よ
う
な
警
護
を
黙
認
し
て
い
た
だ
け
で
、
そ
こ
に
『
共
謀
』
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
。」
と
し
、
同
一
七
六
頁
以
下
は
「
ス
ワ
ッ
ト
事
件
以
降
の
最
高
裁
の
『
共
謀
』
概
念
は
こ
と
ご
と
く
妥
当
で
は
な
い
。
最
高
裁
は
、『
共
謀
な
き
共
謀
共

同
正
犯
を
認
め
て
、
共
謀
共
同
正
犯
に
つ
き
処
罰
の
拡
大
化
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
は
、
ス
ワ
ッ
ト
事
件
以
降
の
共
謀
概
念

を
廃
棄
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
強
く
提
言
す
る
次
第
で
あ
る
。』」
と
す
る
。
ま
た
、
西
原
春
夫
「
憂
慮
す
べ
き
最
近
の
共
謀
共
同
正
犯
実
務
─
最
高
裁
平
成

一
七
・
一
一
・
二
九
第
一
小
法
廷
判
決
を
中
心
に
」『
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
〇
〇
六
年
三
号
五
九
頁
以
下
は
、
最
決
平
成
一
七
年
一
一
月
二
九
日
集
刑
二
八
八
号

五
四
三
頁
の
問
題
点
及
び
そ
の
論
理
の
一
般
化
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
も
、
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
論
者
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。

（
（（
）
水
落
伸
介
、
前
掲
注（
（
）一
二
八
頁
は
、
松
山
地
裁
判
決
に
お
い
て
意
思
の
連
絡
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

（
（0
）
松
澤
伸
、
前
掲
注（
（
）一
一
〇
頁
。

（
（（
）BGH

St （（, （（（.

（
（（
）BGH

St （（, （（, （（; （（, （（（, （（（ f.

（
（（
）
行
為
支
配
説
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
の
は
、Rudolphi, A

nm
erkung, N

StZ （（（（, S. （（（.

（
（（
）
大
判
明
治
四
四
年
八
月
二
五
日
刑
録
一
七
輯
一
五
一
〇
頁
。
大
判
大
正
三
年
五
月
五
日
刑
録
二
〇
輯
七
六
四
頁
。
最
判
昭
和
三
二
年
一
一
月
一
九
日
刑
集
一
一
巻



七
二
五

共
犯
の
錯
誤
に
関
す
る
諸
問
題
（
関
根
）

一
二
号
三
〇
七
三
頁
。

（
（（
）
平
成
一
八
年
五
月
二
八
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
「
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
以
下
、
改
正
法
）
に
よ
り
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
が
新
設
さ

れ
た
。
こ
の
改
正
後
は
、「
刑
法
六
条
に
よ
り
、
改
正
法
施
行
前
の
行
為
に
つ
い
て
も
新
法
が
適
用
さ
れ
」
る
と
さ
れ
て
お
り
（
安
永
健
次
「
罰
金
刑
の
新
設
等
の
た
め

の
刑
事
法
の
整
備
」『
時
の
法
令
』
一
七
七
五
号
三
九
頁
）、
旧
法
と
新
法
の
関
係
で
も
、
新
法
の
方
が
軽
い
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
窃
盗
と
詐
欺
の
関
係
に
つ

い
て
、
森
田
昌
稔
、
判
批
『
研
修
』
七
六
一
号
八
八
頁
。

（
（（
）
こ
の
問
題
は
、
平
成
二
七
年
度
の
司
法
試
験
で
も
問
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
法
務
省
の
出
題
趣
旨
に
は
明
示
的
に
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
他
の
入

手
し
え
た
解
説
を
見
て
も
、
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
扱
う
こ
と
に
し
た
。

（
（（
）
大
判
明
治
四
四
年
一
〇
月
九
日
刑
録
一
七
輯
一
六
五
二
頁
。
た
だ
し
、
同
判
決
で
は
、
教
唆
犯
は
正
犯
に
従
属
す
る
こ
と
か
ら
、
六
五
条
一
項
に
よ
ら
ず
と
も
教
唆

犯
を
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
大
塚
仁
『
刑
法
概
説 

第
（
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
年
）
三
三
二
頁
。
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要 

総
論 

第
（
版
』
創
文
社
（
一
九
九
〇
年
）
四
二
〇
頁
。
福
田
平
『
刑

法
総
論 

前
提
第
五
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
一
年
）
二
九
三
頁
。

（
（（
）
大
判
大
正
四
年
三
月
二
日
刑
録
二
一
輯
一
九
四
頁
。
昭
和
九
年
一
一
月
二
〇
日
刑
集
一
三
巻
一
五
一
四
頁
。

（
（0
）
昭
和
九
年
一
一
月
二
〇
日
刑
集
一
三
巻
一
五
一
四
頁
。

（
（（
）
大
塚
仁
、
前
掲
注（
（（
）三
三
六
頁
。
団
藤
重
光
、
前
掲
注（
（（
）四
一
八
頁
。
福
田
平
、
前
掲
注（
（（
）二
九
二
頁
。

（
（（
）
大
判
大
正
二
年
三
月
一
八
日
刑
録
一
九
輯
三
五
三
頁
。
最
判
昭
三
一
年
五
月
二
四
日
刑
集
一
〇
巻
五
号
七
三
四
頁
。

（
（（
）
大
塚
仁
『
注
釈
刑
法
〔
増
補
第
（
版
〕』
青
林
書
院
（
一
九
七
七
年
）
四
四
九
頁
。

（
（（
）
大
塚
仁
、
前
掲
注（
（（
）四
四
九
頁
以
下
。

（
（（
）
大
塚
仁
・
川
上
和
雄
・
佐
藤
文
哉
・
古
田
佑
紀
編
、
前
掲
注（
（（
）六
五
四
頁
〔
川
端
博
〕。
同
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法 

第
二
版 

第
（（
巻
』
青
林
書
院
（
二
〇
〇
〇

年
）
四
三
七
頁
〔
矢
村
宏
〕。
大
判
昭
和
一
五
年
三
月
一
日
刑
集
一
九
巻
六
三
頁
は
「
業
務
上
ノ
占
有
者
ト
云
フ
身
分
ニ
因
リ
テ
構
成
セ
ラ
レ
ル
ル
刑
法
第
二
百
五
十
三

條
」
と
す
る
。

（
（（
）
た
だ
、「
業
務
上
物
を
占
有
す
る
者
」
と
い
う
身
分
を
一
つ
の
身
分
と
し
た
場
合
、「
業
務
上
の
物
の
占
有
者
」
と
「
物
の
占
有
者
」
は
別
個
独
立
の
身
分
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
業
務
上
横
領
罪
と
単
純
横
領
罪
は
不
真
正
身
分
犯
の
関
係
に
は
な
い
と
理
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）
植
松
正
『
再
訂 

刑
法
概
論
Ⅰ
総
論
』
勁
草
書
房
（
一
九
七
四
年
）
三
八
七
頁
。

（
（（
）
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義 

第
（
版
』
成
文
堂
（
二
〇
一
六
年
）
二
七
八
頁
以
下
。

（
（（
）
松
宮
孝
明
、
前
掲
注（
（（
）二
九
二
頁
。

（
（0
）
松
宮
孝
明
、
前
掲
注（
（（
）二
九
二
頁
。



七
二
六

（
（（
）
西
田
典
之
『
新
版 

共
犯
と
身
分
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
三
年
）
二
六
一
頁
以
下
。
同
『
共
犯
理
論
の
展
開
』
成
文
堂
（
二
〇
一
〇
年
）
三
五
四
頁
。
平
野
竜
一
『
刑
法 

総
論 

Ⅱ
』
有
斐
閣
（
一
九
七
五
年
）
三
七
三
頁
以
下
。

（
（（
）
前
掲
注（
（（
）大
判
大
正
三
年
五
月
五
日
も
業
務
上
横
領
罪
の
刑
を
一
年
以
上
一
〇
年
以
下
と
し
て
判
断
し
て
い
る
。

（
（（
）
松
尾
浩
也
増
補
改
題
『
増
補 

刑
法
沿
革
総
覧
』
信
山
社
（
一
九
九
〇
年
）
二
二
一
三
頁
以
下
。

（
（（
）
松
尾
浩
也
増
補
改
題
、
前
掲
注（
（（
）二
一
〇
八
頁
以
下
。

（
（（
）
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
（
（
） 

各
則
（
（
）』
有
斐
閣
（
一
九
六
六
年
）
四
〇
六
頁
〔
大
塚
仁
〕。
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論 

第
（
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
五
年
）

一
五
五
頁
。
大
塚
仁
・
川
上
和
雄
・
佐
藤
文
哉
・
古
田
佑
紀
編
、
前
掲
注（
（（
）四
〇
八
頁
〔
矢
村
宏
〕。

（
（（
）
大
谷
實
『
刑
法
講
義
各
論 

新
版
第
（
版
補
訂
版
』
成
文
堂
（
二
〇
一
五
年
）
三
一
七
頁
。
西
田
典
之
『
刑
法
各
論 

第
（
版
』
弘
文
堂
（
二
〇
一
二
年
）
二
四
八
頁
以
下
。

（
（（
）
大
判
昭
和
一
三
年
三
月
九
日
刑
集
一
七
巻
一
八
一
頁
は
、
前
述
の
よ
う
な
業
務
上
横
領
の
加
重
根
拠
を
示
し
て
い
る
が
、
他
方
で
「
横
領
罪
タ
ル
本
質
ニ
於
テ
ハ
兩

者
間
何
等
區
別
ノ
存
ス
ヘ
キ
ナ
ク
」
と
す
る
。

（
（（
）
滝
川
幸
辰
『
刑
法
講
義 

改
訂
版
』
弘
文
堂
（
一
九
三
〇
年
）
二
四
三
頁
。

（
（（
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論 

第
三
版
』
創
文
社
（
一
九
九
〇
年
）
六
二
九
頁
。

（
（0
）
安
永
健
次
、
前
掲
注（
（（
）三
九
頁
。

（
（（
）
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
む
し
ろ
、
平
成
一
八
年
改
正
後
の
新
法
の
方
が
重
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
改
正
か
ら
一
〇
年
経
っ
た
現
在
で
は
理
論
上
の
問
題
に
な

る
が
、
安
永
健
次
、
前
掲
注（
（（
）四
〇
頁
は
、
六
条
に
よ
り
、
改
正
法
施
行
前
の
行
為
に
つ
い
て
も
新
法
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
旧
法
の
と
き
に
行
わ
れ

た
行
為
が
、
旧
法
な
ら
起
訴
猶
予
に
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
新
法
に
よ
り
罰
金
を
科
す
る
こ
と
が
六
条
の
趣
旨
か
ら
考
え
て
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
獨
協
大
学
法
科
大
学
院
教
授
）


